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国立大学法人上越教育大学女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

 男女ともに職員が活躍でき、仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備を行うため、本学

の女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を次のように策定する。 

 

１ 計画期間 

  令和８年４月１日から令和 11年３月 31日までの３年間 

 

２ 本学の課題 

  (1) 女性の採用や就業継続は進んでいるものの、管理職に占める女性の割合は、国立大 

学協会が目標とする２割をかろうじて達成した段階にある。 

  (2) 大学経営・運営の意思決定を担う部署への女性参画は限定的である。 

    (3) 男女ともに職業生活と家庭生活の両立が図られるよう支援するために、より一層の 

取り組みが必要である。 

 

３ 目標と取組内容 

 

目標１（女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供） 

   管理職に占める女性職員の割合について、21％以上を維持する。 

 

 

 

目標 2（女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供） 

   主要な管理職である副学長のうち１名以上を女性とすることを原則とする。 

  

 

取組内容 

  令和８年度～ 

・ 女性が直面する管理職昇任への障壁の把握・整理を行う。 

・ 附属学校園を含めた全学職員を対象とした共同参画推進のための講演会等を実施す

る。 

・  イベント等において学長からメッセージを発信する。 

 

 

目標 3（職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備） 

男性職員の育児休業等取得率※を令和 10 年度末までに５割以上とする。 

        ※子が生まれた男性職員のうち、育児休業又は特別休暇（配偶者出産付添 

    休暇、子の養育休暇、子の看護等休暇）を取得した者の率 
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取組内容 

令和８年度～ 

・ 男性職員の育児休業等取得を促進するリーフレットの作成・配付を継続する。 

・ 男性職員に対し、配偶者が出産予定である場合はその旨を申し出るように周知を行う

とともに、申し出た男性職員に個別に長期の育児休業等について説明を行う。 

・ 附属学校園を含めた全学職員を対象とした共同参画推進のための講演会等を実施す

る。 

・ 職員の時間外労働時間削減のための業務整理を行う。 

・ 土日祝日に実施する集中講義等実施のための非常勤講師対応の状況を把握し、業務整

理を行う。 

・ Web会議を含む各種会議のルール化について検討する（時間帯、上限時間、各種サイク

ル、出席者等）。 

・ 入試及び入試説明会等の監督等業務割り当て等のルール化について検討する。 

 

 

目標 4（職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備） 

介護休業等制度の利用促進を図る。 

 

 

取組内容 

令和８年度～ 

・ 介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する情報を周知する。 

・ 附属学校園を含めた全学職員を対象とした共同参画推進のための講演会等を実施する。 

・ 介護に直面した旨の申出をした者に対して、介護休業制度等に関する事項の周知と介護

休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行う。 


